
海老名市ゴルフ協会会則

（名称）

第1条 この会は、海老名市ゴルフ協会（以下「協会」）と称する。

（所在地）

第2条 協会の所在地は、会長宅に置く。

（目的）

第3条 協会は、ゴルフを通じて市民の健康増進と会員相互の親睦を図り、スポーツとして

ゴルフの振興に寄与する。

（事業）

第4条 協会は、前条の目的を達成するため、各種委員会を設置し、次の事業を行うことが

できる。

(1) 市民ゴルフ大会の開催

(2) 県協会が主催する事業・他市協会の事業に協力参加する。

(3) ゴルフに関する研修会の開催

(4) その他目的の達成のための必要な事項

（構成）

第5条 協会の会員資格は、他市町村ゴルフ協会に在籍していない者を対象とし

（役員）

第6条

(1) 会長 １名

(2) 副会長 １名

(3) 理事長 １名

(4) 副理事長 １名

(5) 常任理事 若干名

(6) 会計 １名 （会計補佐を置くことができる）

(7) 監事 １名

(8) 事務局長 １名 （事務局補佐を置くことができる）

2 前項の役員の選任は、常任理事会において推薦委員会を設置し、役員を選考し

総会の承認を得る。

3 協会は、必要に応じ別表１の専門委員会をおくことができる。

4 協会の顧問、相談役を置くことができる。

5 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。

協会に次の役員を置く。

且つ、反社会的組織構成員で無い者とする。


